
大田市税に関する文書の様式を定める規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。 

 

令和６年６月３日 

 

大田市長 

 

大田市規則第３４号 

   大田市税に関する文書の様式を定める規則の一部を改正する規 

   則 

 大田市税に関する文書の様式を定める規則（平成１７年大田市規則

第４７号）の一部を次のように改正する。 

第２条及び第３条中「第６条の２の３」を「第６条の２の４」に改

める。 

別表２２の項中「納税証明請求書」を「大田市税等に関する証明の

交付請求書」に改め、「法第２０条の１０」の次に「及び法第３８２

条の３」を加え、同表２５の項中「市民税・県民税納税通知書」を

「市民税・県民税・森林環境税納税通知書」に改め、同表２６の項中

「市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書」を「市民税・県

民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書」に改め、同表２

８の項中「市民税・県民税決定（変更）通知書」を「市民税・県民

税・森林環境税普通徴収税額決定（変更）通知書」に改める。  

様式第４号その２を次のように改める。 

様式第４号その２ 

 



 

 様式第５号を次のように改める。 

様式第５号 

 

  



 様式第２５号から様式第２６号までを次のように改める。  

様式第２５号 

 

 



 

様式第２６号その１ 

 

  



様式第２６号その２ 

 

 様式第２７号その２を削る。 

 様式第２８号を次のように改める。 



 

  



   附 則 

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第２条及び第３条の

改正規定は、令和７年１月１日から施行する。 


